
わ
が
国
の
金
融
機
関
に
お
い
て
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
に
比
し
て
、
テ
ロ
資
金
供

与
・
拡
散
金
融
対
策
は
な
お
改
善
の
余
地
が
あ
る
。
２
０
２
８
年
夏
に
予
定
さ
れ
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

（
金
融
活
動
作
業
部
会
）
第
５
次
対
日
相
互
審
査
の
審
査
団
訪
日
に
よ
る
オ
ン
サ
イ
ト
審
査
に
向
け
、

金
融
機
関
は
よ
り
精
緻
な
リ
ス
ク
認
識
に
基
づ
き
低
減
措
置
の
強
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

財
務
省
は
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
全
体
会
合
の
日
本
政
府
代
表
を
務
め
る
と
と
も
に
、
国
内
で
は
関
係
省
庁
間

の
取
り
ま
と
め
を
担
っ
て
お
り
、
官
民
連
携
の
た
め
積
極
的
に
情
報
を
提
供
し
て
い
き
た
い
。

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
審
査
に
向
け
て
重
要
性
が
増
す

テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策

拡
散
金
融
対
策
が
審
査
対
象
に
追
加
、
マ
ネ
ロ
ン
対
策
に
比
し
て
遅
れ
る
対
応

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

テ
ロ
資
金
供
与
と
は
、
テ
ロ
行
為

の
実
行
資
金
や
テ
ロ
組
織
の
活
動
資

金
等
の
た
め
に
、
資
金
や
場
所
等
を

収
集
・
提
供
等
す
る
行
為
を
い
う
。

ま
た
、
拡
散
金
融
と
は
、
大
量
破
壊

兵
器
（
核
・
化
学
・
生
物
兵
器
）
等

の
開
発
、
保
有
、
輸
出
等
に
関
与
す

る
と
し
て
資
産
凍
結
等
措
置
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
者
へ
の
資
金
ま
た
は

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
行
為
を
い
う

（
注
１
）。

　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
は
、
加
盟
国
に
対
し

て
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
法
令
整
備
を

求
め
る
40
の
勧
告
（R

ecom
m

enda-
tio

n
s

）
と
、
そ
の
有
効
性
確
保
に

関
す
る
11
の
Ｉ
Ｏ
（Im

m
e

d
ia

te 
O

u
tcom

es

＝
即
時
成
果
）
が
あ
る
。

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
勧
告
１
に
お
い
て
、
国

と
民
間
事
業
者
（
金
融
機
関
お
よ
び

Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
、
注
２
）
の
双
方
に

対
し
、
マ
ネ
ロ
ン
に
加
え
て
テ
ロ
資

金
供
与
・
拡
散
金
融
の
リ
ス
ク
を
特

定
・
評
価
し
、
必
要
な
低
減
措
置
を

取
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
法
令
整
備

の
有
効
性
確
保
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｏ

１
が
マ
ネ
ロ
ン
お
よ
び
テ
ロ
資
金
供

与
の
リ
ス
ク
特
定
・
低
減
措
置
と
そ

の
国
内
体
制
の
整
備
を
求
め
て
い
る
。

テ
ロ
資
金
供
与
に
関
す
る
主
要
な

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
と
し
て
、
上
記
に
加

え
、
勧
告
５
（
テ
ロ
資
金
供
与
の
犯

罪
化
）、
勧
告
６
（
国
連
安
全
保
障

理
事
会
決
議
に
基
づ
く
対
象
を
特
定

し
た
金
融
制
裁
（
Ｔ
Ｆ
Ｓ
＝T

a
r-

geted F
inancial S

anctions

）
の

遅
滞
な
き
実
施
）、
勧
告
８
（
非
営

利
組
織
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
の
テ
ロ
組
織
へ

の
悪
用
防
止
）
が
あ
る
。
法
令
整
備

の
有
効
性
確
保
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｏ
10

は
Ｔ
Ｆ
Ｓ
の
遅
滞
な
き
実
施
と
法
的

権
限
の
確
立
を
求
め
、
当
局
に
よ
る

金
融
機
関
や
Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
の
資
産

凍
結
順
守
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
を

要
請
し
て
い
る
。

　

拡
散
金
融
は
、
イ
ラ
ン
や
北
朝
鮮

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

国
際
的
に
取
り
組
み
に
遅
れ

財
務
省
　
国
際
局

資
金
移
転
対
策
室

資
金
移
転
対
策
管
理
官

松
尾
綱
紀
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テロ資金供与・拡散金融対策の重要性

に
よ
る
大
量
破
壊
兵
器
開
発
の
脅
威

の
高
ま
り
を
受
け
、
２
０
１
２
年
に

マ
ネ
ロ
ン
、
テ
ロ
資
金
供
与
に
次
ぐ

第
３
の
マ
ン
デ
ー
ト
と
し
て
追
加
さ

れ
た
。
20
年
に
勧
告
１
が
改
訂
さ
れ
、

国
・
民
間
の
双
方
に
お
い
て
リ
ス
ク

特
定
と
低
減
措
置
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
、
第
５
次
相
互
審
査
か
ら

審
査
対
象
と
な
る
。

　

ま
た
、
テ
ロ
資
金
供
与
と
同
様
に
、

勧
告
７
が
Ｔ
Ｆ
Ｓ
の
遅
滞
な
き
実
施

を
要
請
し
て
い
る
。
法
制
整
備
の
有

効
性
確
保
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｏ
11
が
Ｔ

Ｆ
Ｓ
義
務
の
遅
滞
な
き
履
行
に
加
え
、

「
違
反
・
不
履
行
・
回
避
」
に
関
す

る
リ
ス
ク
の
特
定
・
評
価
・
理
解
・

低
減
を
求
め
て
い
る
点
が
特
徴
的
で

あ
る
。

　

マ
ネ
ロ
ン
対
策
に
比
し
て
、
テ
ロ

資
金
供
与
お
よ
び
拡
散
金
融
対
策
の

取
り
組
み
が
国
際
的
に
遅
れ
て
い
る

こ
と
は
、
第
４
次
相
互
審
査
（
14
〜

24
年
）
の
結
果
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

テ
ロ
資
金
供
与
の
法
整
備
状
況
（
Ｔ

Ｃ
＝T

echnical C
om

pliance

）
に

つ
い
て
は
、
36
％
の
国
が
一
部
達
成

（P
artially C

om
pliant

）
ま
た
は

未
達
成
（N

on-C
om

pliant

）
に
と

ど
ま
っ
た
。
ま
た
、
有
効
性
確
保

（
Ｉ
Ｏ
）
に
つ
い
て
効
果
的
に
対
処

で
き
て
い
る
割
合
は
14
％
に
過
ぎ
な

い
。
拡
散
金
融
の
法
整
備
状
況
に
つ

い
て
は
、
46
％
の
国
で
適
切
な
法
的

枠
組
み
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法

令
の
実
効
性
確
保
に
効
果
的
に
対
処

で
き
て
い
る
割
合
は
16
％
と
低
い
。

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

　

日
本
の
第
４
次
審
査
に
お
け
る
当

初
評
価
は
、
テ
ロ
資
金
供
与
に
係
る

勧
告
６
、
Ｉ
Ｏ
10
、
拡
散
金
融
に
係

る
勧
告
７
、
Ｉ
Ｏ
11
の
い
ず
れ
も
、

「
一
部
達
成
」
と
「
中
程
度
（M

od-
erate

）」
で
あ
っ
た
（
注
３
）。

　

審
査
結
果
で
は
、
ま
ず
テ
ロ
資
金

供
与
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
日
本
の
金

融
シ
ス
テ
ム
が
国
際
的
に
開
か
れ
て

い
る
た
め
、
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク

の
高
い
ア
ジ
ア
や
中
東
に
関
す
る
国

境
を
越
え
た
資
金
移
動
等
は
リ
ス
ク

が
高
い
と
指
摘
し
た
。
具
体
的
に
は
、

イ
ス
ラ
ム
過
激
派
や
外
国
人
戦
闘
員

の
活
動
が
主
な
リ
ス
ク
と
し
て
特
定

さ
れ
た
。
た
だ
実
際
の
リ
ス
ク
は
相

対
的
に
低
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

大
規
模
銀
行
（
Ｇ－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
等
）

や
資
金
移
動
業
者
を
含
む
一
定
数
の

金
融
機
関
は
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資

金
供
与
リ
ス
ク
に
つ
い
て
適
切
な
理

解
を
有
し
て
い
る
と
評
価
し
た
。
一

方
、
そ
の
他
の
金
融
機
関
は
い
ま
だ

限
定
的
で
あ
り
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・

ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用
に
直
接
的
な
影

響
を
及
ぼ
す
と
指
摘
し
て
い
る
。
加

え
て
、
金
融
機
関
は
紛
争
地
域
へ
の

近
接
性
に
基
づ
く
リ
ス
ク
の
理
解
に

と
ど
ま
り
、
他
の
類
型
の
テ
ロ
資
金

供
与
に
つ
い
て
調
査
が
不
十
分
で
あ

る
と
特
記
し
て
い
る
。

　

な
お
Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
に
つ
い
て
は
、

マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク

に
つ
い
て
低
レ
ベ
ル
の
理
解
し
か
有

し
て
お
ら
ず
、
潜
在
的
な
テ
ロ
資
金

供
与
の
リ
ス
ク
を
ま
っ
た
く
認
識
し

て
い
な
い
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
の

上
で
、
テ
ロ
資
金
供
与
に
関
す
る
対

象
を
特
定
し
た
資
産
凍
結
の
実
施
に

遅
延
が
生
じ
て
お
り
、
対
象
資
産
凍

結
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
っ

た
制
度
面
の
不
備
も
指
摘
さ
れ
た
。

　

次
に
拡
散
金
融
対
策
を
巡
っ
て
、

前
述
の
と
お
り
、
拡
散
金
融
リ
ス
ク

の
特
定
・
評
価
・
低
減
措
置
の
実
施

に
つ
い
て
は
第
５
次
相
互
審
査
か
ら

評
価
対
象
に
加
わ
る
。

　

第
４
次
対
日
審
査
で
は
、
遅
滞
な

き
資
産
凍
結
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て

い
な
い
点
が
重
大
な
不
備
と
指
摘
さ

れ
た
。
他
方
、
北
朝
鮮
や
イ
ラ
ン
へ

の
対
応
に
つ
い
て
は
一
定
の
評
価
が

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
為
替
及

び
外
国
貿
易
法
（
外
為
法
）
に
基
づ

き
、
北
朝
鮮
お
よ
び
北
朝
鮮
と
関
連

の
あ
る
者
や
法
人
に
対
す
る
支
払
い

を
禁
止
し
て
お
り
、
金
融
機
関
は
イ

ラ
ン
や
北
朝
鮮
等
の
リ
ス
ク
の
高
い

国
々
と
関
連
の
あ
る
取
引
に
つ
い
て

特
別
な
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
外
国

と
取
引
す
る
顧
客
を
有
す
る
金
融
機

関
は
、
主
に
北
朝
鮮
を
中
心
と
し
た

高
リ
ス
ク
国
へ
の
輸
出
を
考
慮
し
て

い
る
と
評
価
し
た
。

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

　

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に

関
す
る
法
律
（
犯
収
法
）
は
、
わ
が

国
の
マ
ネ
ロ
ン
基
本
法
で
あ
る
。
金

融
機
関
に
は
、
犯
収
法
に
基
づ
き
顧

客
の
本
人
確
認
や
疑
わ
し
い
取
引
の

届
け
出
等
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
金
融
庁
は
、「
マ
ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与

対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

策
定
し
、
金
融
機
関
に
よ
る
対
策
の

強
化
を
求
め
て
い
る
。

　

テ
ロ
資
金
供
与
に
関
し
て
は
、
02

年
７
月
に
テ
ロ
資
金
供
与
防
止
条
約

（
１
９
９
９
年
成
立
）
の
国
内
担
保

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

日
本
が
指
摘
さ
れ
た

リ
ス
ク
理
解
や
制
度
面
の
不
備

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み

資
産
凍
結
措
置
な
ど

国
内
の
法
的
枠
組
み
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法
と
し
て
、
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯

罪
行
為
等
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供

等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
テ
ロ
資

金
提
供
処
罰
法
）
が
施
行
さ
れ
、
テ

ロ
資
金
提
供
行
為
が
犯
罪
と
さ
れ
た
。

同
時
に
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
（
組
犯

法
）
を
改
正
し
、
テ
ロ
資
金
を
犯
罪

収
益
と
す
る
こ
と
で
（
同
法
２
条
１

項
４
号
）
犯
収
法
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

拡
散
金
融
に
つ
い
て
は
、
北
朝
鮮

や
イ
ラ
ン
へ
の
大
量
破
壊
兵
器
等
の

輸
出
を
禁
ず
る
外
為
法
25
条
や
48
条

の
違
反
は
、
組
犯
法
に
お
け
る
「
長

期
４
年
以
上
の
拘
禁
刑
（
略
）
が
定

め
ら
れ
て
い
る
罪
」
と
し
て
、
当
該

行
為
に
係
る
財
産
は
犯
罪
収
益
と
な

る
（
同
法
２
条
１
項
１
号
イ
）。

　

ま
た
、
テ
ロ
資
金
供
与
お
よ
び
拡

散
金
融
い
ず
れ
も
、
外
為
法
に
基
づ

き
資
産
凍
結
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、

外
国
送
金
や
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引

（
外
国
為
替
業
務
）
を
取
り
扱
う
金

融
機
関
（
預
金
取
扱
金
融
機
関
、
資

金
移
動
業
者
、
電
子
決
済
手
段
等
取

引
業
者
等
）
に
対
し
て
、
顧
客
の
支

払
い
等
に
係
る
為
替
取
引
等
が
同
法

に
抵
触
し
な
い
か
の
確
認
義
務
や
、

顧
客
の
本
人
確
認
義
務
が
課
さ
れ
て

い
る
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
金
融
機
関

等
に
対
し
て
は
、
資
産
凍
結
等
の
経

済
制
裁
に
関
す
る
法
令
順
守
状
況
の

検
査
等
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
２
０
２
４
年
４
月
１
日
か

ら
、
預
金
取
扱
金
融
機
関
、
資
金
移

動
業
者
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業

者
等
お
よ
び
両
替
業
者
等
に
対
し
て

「
外
国
為
替
取
引
等
取
扱
業
者
遵
守

基
準
」
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
資

産
凍
結
等
措
置
の
履
行
の
た
め
の
体

制
整
備
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
国
連
安
保
理
決
議
に

基
づ
く
資
産
凍
結
に
関
連
し
て
、
国

内
居
住
者
間
の
取
引
を
規
制
す
る
法

律
と
し
て
、
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
等
財

産
凍
結
法
が
あ
る
。
従
前
、
テ
ロ
資

金
供
与
の
み
が
規
制
対
象
で
あ
っ
た

が
、
22
年
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
対
応
法

改
正
に
よ
り
、
拡
散
金
融
も
そ
の
対

象
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

日
本
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
現
状

　

テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
つ
い
て
、

第
４
次
対
日
審
査
報
告
書
は
、
国
レ

ベ
ル
で
は
テ
ロ
資
金
供
与
の
リ
ス
ク

が
相
対
的
に
低
い
と
指
摘
し
た
。
同

時
に
、
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
紛
争

地
域
へ
の
近
接
性
に
基
づ
く
理
解
に

と
ど
ま
り
、
国
際
送
金
の
活
用
を
は

じ
め
と
す
る
他
の
類
型
の
テ
ロ
資
金

供
与
に
つ
い
て
の
調
査
が
不
十
分
と

評
価
し
た
。
第
４
次
審
査
の
時
点
で

は
、
国
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
認
識

に
は
差
異
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
般
論
と
し
て
、
テ
ロ
資
金
供
与

事
案
が
実
際
に
発
生
し
て
お
ら
ず
、

結
果
と
し
て
リ
ス
ク
が
相
対
的
に
低

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
テ
ロ
資
金
供

与
の
脅
威
や
脆
弱
性
に
係
る
情
報
が

提
供
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（
注

４
）。
具
体
的
に
は
、
そ
も
そ
も
テ

ロ
資
金
供
与
に
係
る
内
在
的
リ
ス
ク

が
低
い
の
か
、
低
減
措
置
を
通
じ
て

低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
か
の
分
析
や

情
報
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

民
間
事
業
者
が
国
レ
ベ
ル
の
リ
ス
ク

や
低
減
措
置
を
正
し
く
認
識
し
て
い

な
け
れ
ば
、
自
身
の
リ
ス
ク
を
適
切

に
分
析
し
低
減
措
置
を
取
る
こ
と
は

困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
25
年
11
月
に
公
表
さ
れ

た
「
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査

書
」
で
は
、
わ
が
国
の
テ
ロ
資
金
供

与
リ
ス
ク
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い

る
（
２
２
４
〜
２
３
９
ペ
ー
ジ
）。

後
述
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
報
告
書
と
と
も

に
参
照
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。

　

他
方
、
拡
散
金
融
は
テ
ロ
資
金
供

与
と
は
状
況
が
異
な
る
。
北
朝
鮮
や

イ
ラ
ン
は
拡
散
金
融
に
お
け
る
脅
威

の
主
体
で
あ
る
。
特
に
北
朝
鮮
は
日

本
と
地
理
的
近
接
性
が
あ
り
、
ま
た
、

日
本
の
発
達
し
た
金
融
市
場
を
通
じ

て
脅
威
主
体
と
の
間
で
「
ヒ
ト
・
モ

ノ
・
カ
ネ
」
が
往
来
し
得
る
脆
弱
性

も
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
脅
威
や

脆
弱
性
を
踏
ま
え
、
日
本
は
こ
れ
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
低
減
措
置
を
講
じ
、

金
融
機
関
も
注
意
を
払
っ
て
き
た
。

25
年
12
月
に
公
表
さ
れ
た
「
拡
散

金
融
リ
ス
ク
評
価
書
」（
注
５
）
は
、

脅
威
や
脆
弱
性
を
詳
細
に
分
析
し
て

い
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

報
告
書
の
情
報
も
豊
富
に
盛
り
込
み

つ
つ
、
民
間
事
業
者
の
取
引
上
の
留

意
点
な
ど
も
多
く
紹
介
し
て
い
る
。

一
読
を
勧
め
た
い
。

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書

　

本
邦
金
融
機
関
が
海
外
と
の
取
引

を
扱
う
場
合
、
わ
が
国
固
有
の
リ
ス

ク
要
素
（
脅
威
お
よ
び
脆
弱
性
）
の

み
な
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で

の
最
新
動
向
を
把
握
し
て
お
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
身
の

リ
ス
ク
認
識
を
精
緻
化
し
、
リ
ス
ク

に
応
じ
た
顧
客
管
理
、
制
裁
ス
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
や
資
産
凍
結
措
置
を
実
施

日
本
を
取
り
巻
く

日
本
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
現
状

日
本
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
現
状

日
本
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
現
状

日
本
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
現
状

日
本
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
現
状

日
本
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
現
状

日
本
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
現
状

二
つ
の
最
新
報
告
書

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る

二
つ
の
最
新
報
告
書
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テロ資金供与・拡散金融対策の重要性

す
る
上
で
極
め
て
有
益
で
あ
る
。

　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
25
年
６
月
に
拡
散
金

融
に
係
る
報
告
書
を
、
７
月
に
テ
ロ

資
金
供
与
に
係
る
報
告
書
を
公
表
し

た
。
財
務
省
は
、
民
間
事
業
者
へ
の

情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
う
観
点
か

ら
、
こ
の
ほ
ど
両
報
告
書
の
日
本
語

版
を
作
成
し
公
表
し
た
。

　

テ
ロ
資
金
供
与
に
関
す
る
報
告
書

（
注
６
）
は
、
25
年
時
点
の
リ
ス
ク

構
造
、
資
金
の
流
れ
、
新
た
な
脅
威

を
分
析
し
、
現
金
・
オ
ン
ラ
イ
ン
決

済
・
暗
号
資
産
・
犯
罪
収
益
な
ど
多

岐
に
わ
た
る
テ
ロ
資
金
調
達
手
法
が

用
い
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
を
指
摘
し

て
い
る
。

　

拡
散
金
融
に
関
す
る
報
告
書
（
注

７
）
は
、
大
量
破
壊
兵
器
の
拡
散
金

融
が
国
際
的
な
脅
威
で
あ
り
、
特
に

最
大
の
脅
威
主
体
で
あ
る
北
朝
鮮
が

近
年
、
暗
号
資
産
窃
取
に
よ
り
資
金

を
調
達
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
分
析

し
て
い
る
。
ま
た
、
主
要
な
制
裁
回

避
手
段
と
し
て
、
仲
介
者
の
悪
用
、

実
質
的
支
配
者
情
報
の
隠
蔽
、
暗
号

資
産
の
悪
用
な
ど
豊
富
な
制
裁
回
避

事
例
を
紹
介
し
、
金
融
機
関
等
に
向

け
て
「
疑
わ
し
い
取
引
の
事
例
集
」

を
添
付
す
る
な
ど
の
工
夫
を
行
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
お
よ
び

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
型
地
域
体
（
Ｆ
Ｓ
Ｒ
Ｂ
）

加
盟
国
内
の
民
間
事
業
者
の
要
望
に

も
応
え
る
も
の
で
あ
る
。
報
告
書
作

成
時
に
実
施
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ

ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、「
当
局

は
疑
わ
し
い
取
引
に
係
る
報
告
書
の

提
出
を
慫

し
ょ
う

慂よ
う

す
る
が
、
民
間
事
業
者

が
最
も
求
め
て
い
る
情
報
は
『
疑
わ

し
い
取
引
を
見
つ
け
る
た
め
の
適
切

な
ガ
イ
ダ
ン
ス
』
で
あ
る
」
と
の
声

が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
（
注
８
）。

＊　

＊　

＊

　

25
年
10
月
か
ら
始
ま
っ
た
第
５
次

審
査
で
は
、
第
４
次
審
査
以
上
に
有

効
性
の
確
保
に
審
査
の
重
点
が
置
か

れ
て
い
る
。
審
査
団
は
特
に
、
当
局

お
よ
び
民
間
セ
ク
タ
ー
の
マ
ネ
ロ
ン

・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
に
関

す
る
リ
ス
ク
特
定
と
低
減
措
置
の
一

貫
性
を
重
視
し
て
い
る
。
第
５
次
対

日
審
査
で
審
査
団
が
訪
日
す
る
オ
ン

サ
イ
ト
審
査
は
28
年
夏
を
予
定
し
て

い
る
が
、
法
令
順
守
や
有
効
性
に
関

す
る
書
面
提
出
は
27
年
秋
か
ら
開
始

す
る
点
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

金
融
機
関
や
民
間
事
業
者
が
正
し

い
リ
ス
ク
認
識
に
基
づ
き
低
減
措
置

を
取
る
に
は
、
ま
ず
当
局
の
側
が
、

リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
を
そ
の
背
景

や
枠
組
み
を
含
め
丁
寧
に
説
明
す
る

必
要
が
あ
る
。
本
稿
が
そ
の
一
助
と

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
本
稿
の
内
容
は
、
筆
者
が
所
属
す
る

組
織
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。
誤

り
が
あ
る
場
合
、
す
べ
て
筆
者
の
責
任

で
あ
る
）

（
注
） １　

財
務
省
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

https://w
w

w
.m

of.go.jp/policy/
international_policy/am

lcftcpf/2.
m

easures.htm
l#

sec03

２　

Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
は
特
定
非
金
融

業
者
お
よ
び
職
業
専
門
家
（
不
動
産

業
者
、
宝
石
貴
金
属
業
者
、
弁
護
士
、

公
認
会
計
士
等
）
の
こ
と
。

３　

な
お
、
そ
の
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
報
告
書
に
お
い
て
、
両
勧
告
を

含
め
た
す
べ
て
の
勧
告
が
「
お
お
む

ね
達
成
（L

argely C
om

pliant

）」

に
格
上
げ
と
な
っ
た
。

４　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス

ク
評
価
ガ
イ
ダ
ン
ス
（
２
０
１
９

年
）
は
、「
テ
ロ
発
生
リ
ス
ク
が
低

く
と
も
、
行
為
者
は
依
然
と
し
て
当

該
国
内
の
資
金
捻
出
等
の
脆
弱
性
を

悪
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
旨
を
指

摘
し
て
い
る
（
９
ペ
ー
ジ
、
パ
ラ
グ

ラ
フ
16
）。

５　

https://w
w

w.m
of.go.jp/policy/

international_policy/councils/
am

l_cft_policy/20251216163547.
htm

l

６　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
「
テ
ロ
資
金
供
与
リ

ス
ク
に
関
す
る
包
括
的
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
（C

om
p

reh
en

sive U
p

d
ate 

on Terrorist F
inancing R

isks

）」

７　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
「
複
雑
化
す
る
拡
散

金
融
と
制
裁
回
避
ス
キ
ー
ム（C

om
-

plex P
roliferation F

inancing and 
Sanctions E

vasion Schem
es

）」

８　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
拡
散
金
融
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
関
し
て
は
、
財
務
省
広
報
誌

「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
」
２
０
２
５
年
９

月
号
を
参
照
。

ま
つ
お
　
ま
さ
の
り

10
年
以
降
主
に
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
関
連
業
務

に
従
事
。
11
〜
15
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
金

融
教
育
、
金
融
消
費
者
保
護
）、
20

〜
23
年
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
事
務
局
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｇ
＝
国
際
協
力
レ
ビ
ュ
ー
グ
ル
ー
プ
、

ブ
ラ
ッ
ク
・
グ
レ
ー
リ
ス
ト
国
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
）
へ
出
向
。
24
〜
25
年

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
複
雑
化

す
る
拡
散
金
融
と
制
裁
回
避
ス
キ
ー

ム
」
共
同
リ
ー
ダ
ー
。
25
年
７
月
か

ら
現
職
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
ク
イ
ー
ン

メ
ア
リ
ー
校
法
学
修
士
（
国
際
金
融

・
銀
行
法
）。
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
（
公
認
Ａ

Ｍ
Ｌ
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
）。
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